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相

仙

琉
球
的
府
藩
ご
日
支
両
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闘
係
の
持
末
以
串
博
士

植
民
及
び
植
民
地
の
一
意
義
・
・
・
純
消
山
中
士

都

惜

錦

峨

英
領
東
ア
フ
リ
カ
の
現
状
千
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其
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・

同
盟
罷
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保
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・
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山
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・
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第
二
十
七
巻

第
三
枕

(
圃
曲
師
百
四
持
七
時
)

昭
和
二
年
九
月
畿
行

言合T

叢論

麓 1目

偉
業
税
の
課
税
物
件
の
地
方
分
別
難

紳

正

戸

雑
音
(
本
論
白
目
的
)

ま准

餌

段

能
力
原
川
よ
り
n
A
た
る
昨
町
議
白
地
方
分
別
雌
(
付
樹
立
佐
業
仏
定
住
樹
立
筆
活
悼
行
間
一
同
主
時
分
工
場
立
輔
)

利
益
一
品
川
よ
り
且
た
る
紫
哲
地
方
分
別
離
(
川
地
方
祉
に
於
け
る
利
益
原
川
町
川
一
般
同
特
に
持
議
に
つ
き
川
否
定
一
説
中

υ芸
品
一
同
時
業

}

)

)

)

 

白
地
方
よ
リ
提
〈
る
利
盆
白
地
方
分
別
緋
仏
主
応
分
工
場
符
業
他
揃
立
符
業
L
V
行
商

hw山
花
制
揃
立
時
業
)

体

I宜

緒
調
(
全
文
の
閣
官
官
)

緒

諭

諜

此
日
業
枯
山
部
枕
物
件
の
地
方
分
別
離

第
二
十
五
巻

第
三
掠

営
業
税
は
由
来
、
某
課
税
物
件
が
所
在
地
方
凶
健
よ
ち
特
別
な
る
利
盆
を
受
〈
る
の
関
係
に
め
っ
て
、
英
が
大

O 

'ぺ"



曲

替
業
融
自
謀
積
物
件
山
地
方
分
別
難

第
ニ
十
五
巻

三
O
ニ

第
三
親

議

鵠
表
現
的
不
勤
的
で
あ
り
、
其
地
方
正
は
離
る
べ
か
ら

F
る
関
係
に
立
ち
、
各
地
方
々
々
に
可
分
的
な
も
の
で
あ

h
J
、
随
っ
て
地
方
校
正
し
て
、
而
か
も
其
特
別
税
ご
し
て
池
宮
な
も
の
Z
さ
れ
て
居
る
o

管
業
税
の
地
方
委
譲
正

い
ふ
こ
ご
も
寅
は
此
考
か
ら
出
後
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
仔
細
に
観
察
す
る
己
、
助
課
税
物
件
が
各
地
方

身
々
に
可
分
的
な
も
の
ピ
ピ

νム
こ
ご
仁
多
少
の
疑
を
生
中
る
こ
芭
仁
な
る
。
随
ふ
て
は
鵬
首
業
殺
を
地
方
じ
委
譲

む
し
ろ
之
を
国
税
正
し
て
存
置
し
た
方
が
良
〈
は
な
い
か
古
い
ふ
考
を
も
生
す
る
。
勿
論
、
地
方

岡
健
t
し
て
修
業
に
金
〈
課
税
せ
ぬ
ご
い
ふ
こ
古
は
出
来
十
、
随
ふ
て
は
阪
に
闘
税
が
存
在
す
る
Z
し

τ之
に
附

す
る
よ
h
は、

加
税
を
課
せ
g
b
r
を
得
5
る
こ
正
に
な
る
。
随
う
て
は
叉
、
夫
の
課
税
物
件
が
地
方
分
別
難
に
ど
し
て
、
之
に
附

加
税
を
課
す
る
に
も
亦
、
困
難
を
来
た
す
こ

E
を
兎
れ
な
い
w
。
村
山
か
ら
L
τ
替
業
税
を
地
方
仁
委
譲
し
な
い

E
L

τも
、
所
詮
は
闘
っ
た
こ

Z
に
な
る
の
に
相
漣
な
い
己
も
い
へ
る
。
り
れ
ど
も
努
し
ぐ
困
ま
る
正
し
て
も
闘
税
に

之
を
維
持
し
て
置
い
て
地
方
附
加
税
に
於
て
の
み
固
ま
る
の
ぜ
、
会
〈
地
方
仁
委
譲
L
τ
地
方
特
別
税

Z
L
てる一

〈
此
に
て
困
ま
る
の
ご
で
は
、
困
ま
る
程
度
に
蓮
が
あ
b
、
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
固
ま
b
方
が
畑
脱
い
だ
り
に

選
む
べ
き
も
り
だ

Z
も
い
は
れ
得
る
。
然
る
ご
き
は
国
税

Z
L
て
、
所
得
税
ぞ
中
心
己
し
て
之
を
助
〈
る
に
牧
盆

税
(
又
は
特
別
所
得
税
)
を
以
て
す
る
の
制
度
を
採
る
ご
き
に
、
同
等
同
格
の
枕
で
あ
・
り
な
が
ら
、
地
租
家
屋
枕
は

地
方
仁
置
き
、
楼
業
税
及
資
本
利
子
枕
は
園
に
髭
{
ご
い
ふ
多
少
擾
践
的
制
度
を
採
ら
な
(
て
は
な
ら
ぬ
ニ
Z
に

も
な
る
。
葉
も
説
明
す
れ
ば
設
明
の
つ
か
泊
こ
Z
で
は
な
い
。
闘
の
み
に
つ
き
、
叉
は
地
方
の
み
に
つ
き
て
税
制

司g・



を
考
へ
す
、
岡
地
方
を
通
じ
た
所
で
各
税
の
関
係
を
整
へ
る
ご
い
へ
ば
、
其
れ
で
理
窟
は
つ
〈
が
、
併
し
出
来
る

な
ら
ば
凶
税

ωみ
を
考
へ
、
地
方
税
の
み
を
見

τも
筋
の
通
っ
た
制
度
ζ

な
り
得
る
の
が
望
ま
し
く
、
英
が
出
来

必
の
は
矢
張
h'
越
態
に
正
し
て
遺
減
正
せ
ら
れ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
は
質
は
所
得
税
を
助
〈
る
の
に
財
産
税
を

採
ら
す
し
て
、
牧
袋
税
又
は
特
別
所
得
税
を
採
る
こ
己
の
弊
害
な
の
で
あ
る
。
尤
も
国
税
に
於
け
る
所
得
税
の
繍

完
税
ご
し
て
財
産
税
を
採
っ
た
ご
し
て
も
、
地
方
税
に
於

τ替
業
税
が
許
さ
る
、
外
な
〈
、
此
に
於
dL
矢
張
・
9
、

英
訳
枕
物
件
の
地
方
分
別
雛
に
よ

hτ
多
少
困
ら
な
く

τは
な
ら
叫
が
も
其
は
其
の
地
方
の
目

7rり
に
於
り
る
困

雑
で
あ
っ
て
、
閤
税
の
方
に
は
此
困
難
な
く
、
毛
し
て
国
税
ご

Lτ
所
得
税
正
財
産
税
ご
の
組
合
せ
に
よ
h
て
税

Z
し
て
の
筋
が
立
ち
、
地
方
税
は
地
方
税
E
し

τ相
官
筋
の
通
ほ
っ
た
仕
組
が
出
来
る
こ
Z
に
な
る
。
共
れ
だ
け

の
長
所
以
、
財
産
税
を
採
っ
た
場
合
じ
存
す
る
。
何
れ
に
せ
よ
管
業
税
が
地
方
税
た
る
限
。
、
謀
積
物
件
の
地
方

分
別
雑
ご
い
ふ
こ
古
が
累
を
錦
す
の
で
ゐ
hJ
、
此
が
借
業
枕
の
澗
疾
で
あ
る
正
い
ふ
こ
正
に
な
る
。
岨
官
業
税
を
地

方
校
正
す
る
に
つ
い
て
の
仙
の
弊
害
Z
し
て
考
へ
ら
る
、
の
は
此
が
特
別
地
方
税
た
る
に
せ
よ
、
附
加
枕
た
る
に

せ
よ
、
地
方
に
存
す
る
Z
き
に
、
北
(
率
が
自
ら
地
方
問
に
相
濯
を
生
じ
、
随
っ
て
或
地
方
に
は
傍
業
が
負
携
易
の

矯
め
に
費
削
脱
ef
途
け
、
仙
の
地
方
に
て
は
管
業
が
負
強
難
的
矯
め
に
畿
展
を
妨
げ
ら
れ
る
ご
い
ふ
や
う
な
事
に
な

る
o

新
t
し
て
国
民
経
携
の
中
に
人
工
的
に
擾
乱
を
生
宇
る
の
が
依
酷
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ピ
を
唱
へ
る
も
あ
る
が

{ 

書島

)
、
併
し
恰
か
も
然
る
が
故
に
、
各
地
方
自
治
自
制
の
カ
に
よ
b
τ
地
方
議
を
節
約
し
出
来
る
に
村
営
業

ω負

前

議

皆
謀
枯
山
謀
枕
物
刊
山
地
方
卦
別
雌

第
ニ
十
王
佐

部

量虎

三
O
三
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第
=
十
五
容
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回

繭

叢

管
業
粧
の
課
枕
胸
件
白
地
方
分
別
離

擦
を
聴
〈
し
FL
葉
地
方
繁
栄
策
を
計
る
ニ
芭
に
気
を
つ
け
る
・
』
正
に
も
な
る
(
健
二
)
。
ま
た
此
の
管
業
税
め
地
方
に

ゐ
る
が
鋳
め
に
脱
営
業
の
俊
展
を
抑
制
す
る
恐
を
有
つ
苦
い
ふ
こ
ご
は
、
貸
は
修
業
殺
の
み
に
係
る
こ

E
で
は
な

〈
、
主
h
t
岡
崎
枕
た
る
地
祖
・
家
屋
枕
な
ど
に
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
比
等
の
も
の
、
低
き
は
、
其
高
き
ょ
・
り
も

其
地
方
所
在
の
拙
営
業
.
ヌ
弘
美
地
方
に
起
ら
ん
ご
す
る
替
業
仁

z
b
て
有
利
で
あ
ち
、
其
畿
展
を
進
め
る
の
で
あ

一一………ー凶…I…~一一一岡崎柏

-9
、
反
剥
に
其
等
り
税
の
高
き
正
き
に
、
之
を
抑
へ
る
-
-
E
に
な
る
の
だ
か
ら
、
蹄
す
る
所
、
其
は
会
館
ピ
し

τ

各
地
方
々
々
の
租
税
負
携
の
軽
身
に
係
る
こ
吉
に
な
る
の
で
、
修
業
税
の
み
の
他
の
同
格
税
に
劃
す
る
の
侠
甑
で

は
な
〈
、
随
ム
て
ゐ
ま
り
其
を
問
題
古
す
る
に
は
及
ば
旧
制
。
併
し
前
来
h
I

ふ
遇
。
、
替
業
枕
の
課
税
物
件
の
地
方

分
別
難
こ
そ
は
、
同
格
税
た
る
地
租
、
家
屋
枕
に
比
し
て
回
調
っ
た
鮎
で
あ
り
、
特
段
な
る
考
・
祭
の
低
ゐ

h

Z
す

品
。
地
方
税
問
題
の
喧
ま
し
き
我
邦
の
現
時
肌
に
於

τ、
之
を
明
か
に
す
る
は
無
盆
な
ら
4
7
t
信
じ
て
議
に
特
に
研

究
の
掛
象
正
す
る
。

(
位
-
)

4

ラ

7

エ
ル
デ
ス
は
、
企
業
刺
得
稀
(
凪
商
業
抽
に
古
る
)
聖
地
方
に
委
観
す
る
こ
と
に
は
、
各
箇
地
方
剛
櫨
に
て
、
企
業
自
負
掛
が
異
る
も

自
と
な
り
、
共
由
競
墳
を
困
雌
な
ら
し
め
又
は
之
圭
拙
「
る
と
と
L

な
り
、
経
済
上
山
挺
乱
世
生
ず
る
ζ

k

A

な
る
と
い
ふ
不
刺
あ
り
と
い
ふ
で

居
る
。

(
陸
-
一
)

パ
ス
ア
i
フ
ル
は
、
最
多
〈
由
管
業
に
、
低
き
此
官
業
枕
を
課
す
る
の
制
民
は
、
良
き
地
方
松
田
重
要
な
る
性
質
を
有
つ
も
由
だ
と
話
す
。

第
一
段

能
力
原
則
よ
旬
見
た
る
管
業
の
地
方
分
別
難

Bela Foldes， Fw. S. 413・
Bastable. P. f. 3 ed目 p.3g8 
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管
業
税
の
課
税
物
件
た
る
帥
営
業
の
地
方
分
別
難
は
之
を
、
能
力
原
則
よ
h
r
利
盆
原
則
よ
り
ご
二
の
方
面

T
b

見
て
考
察
す
る
を
得
る
。
先
づ
前
者
か
ら
見
て
考
へ
や
う
。
其
も
岨
官
業
を
形
態
に
よ
h
R
7
り

τ其
の
各
に
就
い
て

考
へ
ゃ
う
。

一
伺
立
偉
業

A
其
の
特
に
定
住
的

ω
も
の
|
|
-
此
械
の
も
の
は
・
能
力
原
則
に
依
る
課
枕
を
す
る
ピ
し
て
地
方
分
別
推
E
い

ふ
こ
ど
は
な
い
。

一
の
定
住
的
な
る
獅
立
傍
業
は
、
共
ド
説
は
れ
化
る

rけ
じ
て
、
其
所
在
地
方
に
彬
す
る
も
の

の
み
を
見
て
訓
附
す
れ
ば
良
い
富
一
ニ
)
O

其
は
他
地
方
ご
は
全
〈
聞
係
な
〈
し
て
疎
税
L
得
る
。
精
密
に
い
ふ
な
ら

ば
、
其
が
或
人
に
属
す
る
唯
一
の
替
業
で
ゐ
る
の
ご
、
彼
の
経
替
す
る
他
の
諸
の
替
業
の
中
の
一
た
る
己
仁
よ
り

て
、
其
管
業

ω熊
カ
も
亦
異
る
。
同
一
管
業
で
も
或
他
の
関
係
、
其
は
管
業
関
係
ば
か

b
で
な

f
、
土
地
や
家
屋

や
動
的
資
本
や
勤
傍
や
色
々
の
欄
係
で
憶
力

ω大
な
人
の
経
替
し
て
居
る
の
正
、
他
の
閥
係
じ
於
け
る
能
力
の
小

宮
な
又
は
皆
無
な
る
叉
は
其
に
於

τ消
極
的
の
抱
カ
を
有
つ
人
の
艇
饗
し
て
居
る
の
正
で
は
、
主
(
の
管
業
の
施
カ

も
巣
る
己
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
両
面
四
)
。
例
之
、
或
姐
官
業
が
之
を
唯
一
の
土
壷
正
し
唯
一
の
資
抑
正
す
る
人
の
手

に
よ
h
経
傍
す
る
ピ
き
は
、
少
々
の
経
済
界
の
動
指
に
過
っ
て
も
直
ち
に
廃
業

L
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
然
る
に
其

吉
岡
一
倍
業
で
も
他
方
面
よ
h
し
て
の
鈴
カ
の
大
い
人
に
よ

b
て
経
笹
さ
る
、
ぜ
き
に
は
、
少
々
位
の
折
撃
を
受

り
て
も
溺
ら
?
、
競
等
カ
も
大
仁
、
説
明
展
カ
も
大
で
ゐ
b
、
同
一
の
外
形
的
、
客
説
的
の
獄
践
の
下
に
て
も
、
岨
百

歯

地
官
業
和
由
諒
枇
物
件
白
地
方
分
別
離

五

讃

第
三
十
五
巻

O 
五

第
三
輔
副
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第
二
十
五
巻

O 
穴

第
三
脚

管
業
描
白
調
砥
物
件
白
地
方
分
別
躍

論

強

業
の
示
す
本
嘗
の
給
付
飽
カ
は
後
者
に
大
に
し
て
前
者
に
小
な
h
t
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
併
1
管
業
税
、
叉
は

管
業
牧
盆
税
ご
し
て
は
通
例
其
蕗
ま
で
考
慮
せ
旧
制
。

一
の
物
税
正
し

τ牧
盆
枕
正
し
て
、
車
に
某
課
税
物
件
た
る

管
業
の
客
観
的
紋
態
の
み
か
ら
見
て
課
税
す
る
の
で
あ
る
(
陸

5
1
尤
も
全
然
、
客
観
的
に
の
み
取
扱
ふ
の

r正
い

ふ
て
は
、
少
し
言
過
ぎ
で
ゐ
り
、
大
憶
に
於

τ之
を
客
観
的
に
見

τ、
唯
ピ
幾
分
か
之
に
主
糊
令
交
え
る
。
即
も

一~_.，u._，.冶一一一一一一一

例
之
、
兎
税
勤
を
設
く
る
ご
か
い
ム
や
う
な
踏
で
人
税
的
分
子
を
品
調
ね
有
た
す
・
己
い
ふ
こ
正
に
な
る
(
田
町
」

0

り
れ

y
」
も
主
要
な
鮎
で
は
矢
張
ふ
り
地
租
や
家
屋
枕
や
並
み
に
、
客
観
的
に
、
随
ふ

τ替
業
者
の
其
晶
画
業
以
外
仁
於
り
る

能
力
の
聞
係
を
閑
は
守
し
て
扱
ふ
の
で
あ
る
。
に
か
ら
し

τ此
に
問
題
ピ
す
る
、
掴
醐
立
定
住
管
業
は
能
カ
原
則
か

ら
し
て
は
会
(
地
方
分
別
易
の
も
の
ご
い
ふ
て
可
い
。

(
健
三
)

7

イ
λ

テ
シ
グ
眠
、
一
般
に
は
、
各
筒
U
客
観
的
に
樹
立
な
る
管
業
組
俸
が
、
単
位
と
な
っ
て
、
陳
拐
の
直
接
物
艦
を
ゆ
作
る
。
附
ふ
て

-
人
目
手
に
統
一
さ
れ
た
、
併
し
外
形
上
位
猫
立
に
存
在
す
る
節
目
、
異
っ
た
細
管
が
、
各
別
に
鵠
桔
せ
ら
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
盤
固
』
フ
イ
ス
チ
シ
グ
は
、
一
の
侍
業
の
給
付
抽
カ
は
、
伎
に
よ
り
行
は
れ
た
る
各
簡
の
経
替
に
よ
り
て
測
ら
れ
な
い
で
、
海
ん
や
同
一
粗
削
官
。

場
慮
同
に
分
別
し
た
支
底
に
よ
り
て
計
ら
れ
な
い
で
、
噛
巨
彼
自
管
業
的
企
業
回
全
櫨
に
よ
明
て
白
み
測
ら
る
L

と
い
ふ
が
、
も
ワ
と
結
ん
で
考

へ
る
と
、
凪
官
業
者
白
管
業
以
外
の
有
ら
ゆ
る
闘
保
よ
り
し
て
の
能
力
も
が
之
に
静
聴
す
る
断
て
あ
る
。

(
盤
豆
}
フ
イ
ス
チ
ン
グ
位
、
ひ
ろ
〈
肱
盆
稀
に
て
は
主
観
的
租
積
義
務
出
後
面
に
隠
れ
る
と
い
Hv.
品

1
4
ル
ヒ
も
、
収
盆
祉
は
、
収
益
減
及
其

太
さ
に
紺
叶
き
、
収
益
監
事

r
z人
的
分
前
及
人
的
事
情
を
会
〈
考
慮
せ
ず
、
又
は
唯
此
相
的
に
考
慮
す
と
儒
し
、
チ
ス
カ
は
、
管
業
柑
は
牧
盆

積
と
し
て
、
一
白
物
櫨
に
結
刊
を
.
入
、
主
峰

ι紺
付
か
ず
川
局
L
、
セ
叫
J

グ
マ
ン
も
、
欧
洲
に
於
げ
る
管
業
税
同
替
業
を
替
業
と
し
て
の
上
に

5
 

鼠
せ
ら
れ
、
替
業
由
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
ず
と
い
ふ
て
居
る
。

Fuisting. Grundzi.ige der Stel!erlelu'e. S_ 327 

Fuisting， t¥. a. O. S. 328. 

Fuistillg. .<L. a. o. S. 370， Eheberg. Fw. 18 & '9 AuA. S. 234. Tyszka. 
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(
鐘
穴
)

ワ
グ
ナ
ー
は
、
逗
代
の
肱
轟
枕
に
て
は
、
響
業
枯
は
純
然
た
る
物
秘
的
性
質
を
有
た
ざ
る
こ
と
A

な
っ
た
と
い
ひ
、
へ
ツ
ケ
ル
も
、
替
業

枕
聖
人
税
と
密
接
に
締
付
け
る
と
止
に
よ
り
て
、
此
が
所
得
税
に
近
づ

t
と
詩
L
、
ジ
エ
ン
セ

ν
も
、
諸
多
白
管
業
枕
同
財
産
挽
と
純
所
得
税
之

白
岡
田
過
渡
的
形
式
だ
と
い
ひ
、
へ
ル
ペ
ン
ス
タ
イ
シ
は
、
今
日
、
皆
業
枕
に
於
て
、
人
的
肱
盆
も
考
慮
さ
る
h

だ
け
に
で
、
初
め
に
は
非
翻
的

で
あ
っ
た
牧
盆
積
白
盆
々
主
期
化
す
る
ζ

と
が
行
は
れ
る
と
鑓
し
、
チ
九
カ
位
、
人
が
純
益
白
み
に

k
り
て
管
業
桔
を
課
す
る
苧
否
や
、
此
げ
か
客

限
的
肱
盆
栂
的
性
質
量
失
L
て
主
値
稲
又
は
人
積
と
な
る
と
い
H
V

、
パ
ウ
品
位
、
バ
イ
エ
ル
シ
白
替
業
積
に
つ
き
、
外
形
標
準
操
枕
が
後
に
退

曹
、
牧
徒
謀
続
出
前
面
に
現
は
れ
る
こ
と
.
其
他
に

k
り
一
般
所
得
砥
へ
白
近
指
針
逼
せ
ら
る
と
い
ふ
。
更
に
、
或
は
グ
エ

ν
セ
シ
封
、
瞥
業
粧

に
劃
ナ
る
誼
大
な
る
非
離
は
、
之
に
岡
地
起
原
則
自
直
ち
に
適
用
す
べ
か
ら
ざ
る
乙
と
だ
と
い
ふ
け
れ

rも
、
此
と
て
濁
・
仰
な
E
に
て
幌
徴
由
累

6
 

調
は
抵
に
行
は
れ
ワ
ム
あ
る
。

町
行
世
間
|
|
に
至
つ
て
は
前
者
芭
は
異
b
、
色
々
の
地
方
に
廻
b
往
〈
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
彼
砂
能
力
に
よ

h
て
課
す
る
Z
し
て
も
、
彼
の
行
〈
各
の
地
方
に
交
渉
め
る
こ
吉
、
て
、
其
の
有
つ
金
鍾
の
能
カ
を
各
地
に
て
分

別
す
る
こ

Z
は
六
っ
か
し
い
。
強
ゐ
て
各
地
に

τ課
す
る
正
き
に
は
、
重
複
課
税
ご
も
な
b
得
る
。
到
底
精
密
仁

各
地
方
々
々
に

τ彼
の
牧
め
た
純
盆
な
Y
』調べ

τ課
す
る
こ
ご
は
困
難
だ
芭
し
て
、
彼
の
各
地
に
於
け
る
其
々
の

貰
上
高
に
よ
り
て
課
す
る
の
が
、

せ
め
て
も
比
場
合
に
重
複
課
税
ぞ
避
り
る
こ

E
、
な
る
で
あ
ら
う
(
匙
七
)
が
、

此
言
て
精
密
に
い
ふ
て
重
複
課
税
た
ら
宇
ご
い
へ
る
か
疑
ゐ
'
P
Z
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
の
管
業
に
於
け
る
各

の
取
引
は
凡
ぺ
て
有
機
的
に
関
聯
し
て
居
る
。
彼
が
或
地
方
に
於

τ貰
っ
た
ご
き
偶
々
何
等
か
の
事
情
が
あ
っ
て

特
に
大
な
儲
を
し
た
か
ら
、
他
の
地
方
に

τ寅
る
芭
き
に
は
利
を
蒲
〈
し
て
貰
っ
た
ど
か
、
損
を
し
っ
、
も
寅
つ

第
二
十
五
魯

三

O
七

七

第
三
続

議

腎
業
動
自
謀
説
物
件
目
地
方
分
別
離

積

Wagner， Fw・2Aufl. 1I. 5・527.Heckel. Fw. I. S. 288. ]ensen， P. f. 
p. 329. 34J. Helpenstein. Stellung und. Wesll!n der Gewerb目teuer.S. 
J4田 Tysl:ka.a. a. 0." S. 150. Balllll， Wirkllng dcr RCrorlll des bayrischen 

G巴.verbsteuer，邑esetz:es.S・95・
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歯

誰

管
業
軸
白
課
税
物
件
目
地
方
分
別
離

第
エ
十
五
各

三

O
A

第
三
一
揖

J、

村
山
正
か
い
ふ
や
う
な
事
も
起
る
。
其
れ
を
唯
に
各
地
方
に
於
け
る
由
貿
上
高
仁
よ
b
て
課
し
た
の
で
は
果

Lτ
会
卒

な
分
別
が
行
は
れ
た
ど
い
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
ザ
い
か
ら
し

τ此
の
行
商
は
む

L
ろ
各
地
方
で
の
課
税
を
禁
じ

τ、

凡
べ

τ康
h
I

岡
家
の
み
が
課
す
る
E
し
た
方
が
明
確
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
い
へ
る
。
現
に
普
闘
は
此
主
義
を
採

っ
て
居
る
(
位
λ
)
O

我
闘
の
地
方
枕
則
に
て
行
商
及
露
応
答
業
を
地
方
管
業
税
の
課
税
物
件
か
ら
除
い
た
が
、
其
は

普
闘
な
ぎ
の
主
義
正
は
回
調
b
、
会
〈
唯

r一
枇
曾
政
策
上
、
制
民
を
出
荷
畑
山
す
る
の
趣
皆
か
ら
出
で

τ居
る
ο

(
駐
七
)

シ
ェ
ー
フ
レ
ー
は
、
行
商
に
う
昔
、
取
引
高
に
依
る
腕
枇
が
晶
画

b
f
H
正
常
だ
と
舘
ナ
e

(
位
凡
)

普
に
て
は
地
方
幽
世
に
は
噛
、
定
位
向
の
み
に
諒
粧
を
前

L
、
行
刊
に
は
許
さ
ず
。
む
し
ろ
此
が
固
に
届

L
、
其
税
収
入
由
一
部
を
岡
島

ら
し
て
地
方
に
完
什
ナ
る
。
尤
も
描
逸
品
+
一
世
か
ら
且
る
と
、
行
商
白
皆
ま
る

h
R
は
蜂
ま
る
べ
き
各
支
分
邦
が
他
の
支
分
邦
と
は
端
主
に
識
し
得

号
と
と
A

た
る
か
ら
、
行
両
副
近
接
の
宝
分
邦
一
を
廻
る
と
き
に
、
二
重
三
重
に
謀
せ
ら
れ
て
重
い
負
描
を
す
る
と
&
に
治
る
叫

に
芸
家
工
場
管
業
|
|
郎
も
一
偉
業
に
属
す
る
底
舗
又
は
工
場
が
多
一
地
方
に
頁
る
場
合
に
は
、
碁
営
業
の
各
地

方
毎
の
飽
カ
を
糟
'
日
間
に
分
別
し
確
定
す
る
こ
Z
は
六
っ
か
し
い
。
精
密
に
い
ふ
な
ら
ば
各
応
各
工
場
の
総
カ
は
其

々
の
管
業
所
の
純
盆
に
依
る
べ
し
ど
い
ふ
こ
正
に
な
る
が
、
第
一
に
其
純
盆
茶
色
の
が
、
会
主
管
業
に
つ
い
て
見

て
も
品
H
b
難
い
も
の
で
ゐ
る
径
九
)
O

尤
も
其
が
分
h
J
易
い
こ

Z
も
あ
る
。
例
之
、
曾
枇
な
ど
ガ
ど
H
T
h
，
易
い
。
恨

令
共
に
て
多
少
は
説
魔
化
吾
れ
た
に
し
て
も
ま
づ
分
b
易
い
ご
し
て
良
い
。
り
れ
Y
』
も
其
一
の
金
融
営
業
の
純
盆
中

F 一一一

に
就
き
て
各
別
の
地
方
に
ゐ
る
各
簡
の
底
舗
工
場
の
も
つ
べ
き
1
7
前
を
各
分
別
す
る
こ
Z
は
到
底
出
来
得
な
い
V

SCha剖e，Steuern. B. T. S. 192. 
TyS2ka， a. a. O. S. 364: Lotz， Fw. S. '75・347.
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量
一

O
)
。
其
が
版
責
所
ピ
版
寅
所
t
並
立
し
、
同
一
工
程
の
工
場
が
幾
つ
も
設
立
し
て
居
る
ご
き
に
は
、
ま

rま

だ
各
別
に
其
純
盆
を
分
け
る
こ
ご
が
出
来
易
い
が
、
其
れ
で
も
各
市
山
舗
工
場
が
一
企
業
車
位
に
属
す
る
ご
き
に
は

茸
(
は
全
然
別
の
も
の
で
は
な
〈
、
有
機
的
闘
係
を
有
つ
か
ら
し
て
、
精
密
に
各
地
に
め
る
各
庇
舗
各
工
場
の
純
盆

工
場
己
販

-
e
R
T
け
る
こ
ピ
は
出
来
泊
正
い
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
院
に
同
一
管
業
内
の
別
異
の
管
業
所
が
、

由
民
所
正
に
分
れ
、
工
場
に
て
も
別
の
段
階
に
風
す
る
も
の
が
、
帥
も
最
初
の
工
程
の
も
の
、
次
の
工
稜
の
も
の
、

仕
上
げ
の
工
程
の
も
の
が
各
別
の
地
方
に
在
る
Z
き
の
如
き
、
各
府
舗
各
工
場
の
純
盆
の
分
前
を
臥
別
す
る
こ
さ

は
殆
ん
ど
不
可
能
正
し
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
回
よ
・
り
厳
初
の
工
程
の
工
場
や
中
聞
の
工
程
の
工
場
や
の
如
き
は
、

見
様
に
よ
り
て
は
純
盆
は
現
は
れ
て
居
ら
ぬ
ご
も
い
は
れ
る
が
、
共
れ
で
も
此
工
場
応
舗
が
他
の
肢
体
恨
の
工
場
販

-
寅
所
な
ど
、
共
に
一
地
方
内
仁
在
る
場
令
に
は
、
結
局
‘
最
後
の
工
程
の
工
場
担
、
阪
寅
所
か
じ
て
其
等
の
第
一
、

中
間
ヱ
場
の
分
台
も
合
み
会
館
の
能
力
が
抑
へ
ら
れ
る
か
ら
良
い
ご
い
ム
こ
ご
も
い
へ
る
の
た
。
ド
廃
が
此
等
の
も

の
が
凡
ぺ
て
別
異
の
地
方
に
あ
る
ピ
き
の
如
、
吉
、
最
初
の
工
程
の
工
場
や
、
中
間
工
程
の
工
場
ゃ
を
凡
べ
て
課
税

上
川
町
能
力
表
示
ご
し
て
見
逃
が
す
ご
い
ふ
こ
芭
は
出
来
ぬ
。
然
b
Z
て
此
に
問
題
ご
す
る
如
き
工
場
な
ど
の
純
盆

を
会
館
の
純
徒
か
ら
精
密
に
分
別
す
る
こ
己
は
出
来
な
い
。
業
れ
で
便
宜
上
か
.
ら
し
て
は
此
等
の
場
合
仁
は
人
的

及
物
的
の
外
形
標
準
を
用
ゐ
て
、
各
工
場
各
応
舗
の
比
の
如
き
標
準
の
大
小
に
膳
じ
て
按
分
し
て
、
会
館
の
純
盆

を
分
げ
る
か
、
或
は
初
め
よ
b
純
盆
を
考
慮
せ
十
、
簡
単
に
各
地
に
於
げ
る
外
形
標
準
の
み
炉
ら
分
別
課
税
す
る

前

調

管
業
肱
の
鵠
拾
物
件
目
地
方
分
別
離

第
二
十
五
倍

丸

=一O
丸

第
三
根

，・-.



歯

接

替
業
柏
田
謀
軸
物
仲
白
地
方
分
別
離

第
三
十
五
巻

= 

O 

第

披

O 

よ
ち
外
は
な
い
謹
二
)
O

併
し
叉
其
は
飽
迄
も
唯
便
宜
上
か
ら
出
た
も
り
で
あ
h
、
そ
し
て
大
髄
上
か
ら
能
力
を

各
地
へ
分
別
し
た
の
み
で
あ

b
、
其
れ
で
以

τ具
に
精
密
に
会
φ
に
能
カ
が
分
別
Z
れ
た
ご
は
い
ひ
得
品
。
物
的

の
外
形
標
単
た
る
建
物
の
賃
貸
債
格
ご
か
資
本
金
額
Z
か
が
大
い
か
ら
ご
い
ふ

τ、
謀
れ
で
各
部
の
純
盆
M
精
密

仁
之
に
比
例
し
て
大
い
ご
も
い
ひ
粂
ね
る
し
、
使
用
人
数
や
給
料
額
や
が
多
い
か
ら
古
い
ふ

τ、
之
に
廊

Cτ
純

益
犬
な
b
ぜ
も
い
ひ
難
い
(
陸
一
三
)
。
斯
〈
考
へ
て
来
る
ご
、
夫
の
濁
立
替
業
に
け
は
良
い
け
れ
ど
も
、
前
記
の
行

世
間
や
蕊
じ
い
ふ
支
府
n
T
工
場
を
布
つ
傍
業
で
は
、
能
力
説
枕
に
於
て
地
方
分
別
難
な
も
の
己
し
な
り
れ
ば
な
ら
な

い(匙一=一)。

(
駐
九
)

管
業
純
盆
由
捕
捉
鵬
、
随
ふ
て
之
に
土

n，
謀
粧
の
岡
離
な
る
ζ

と
は
一
般
凶
承
認
す
る
厨
て
あ
る
。
ヲ
ゥ
、
プ
ア
イ
ヌ
ア

l
、
b

z

フ
レ

3
 

9
 

1
、
P
グ
ナ
l
、
ロ
ツ
シ
ア
l
、
ヘ
ツ
ケ
ル
、
ェ

1

4
ル
ヒ
、
テ
九
力
、
.
ヘ
ラ
フ
昆
ル
ダ
丸
、
ロ
ツ
ッ
、
.
ハ
ス
テ
ー
プ
ル
轄
々
。

(陸自

O
)

ジ
晶
シ
セ
ン
は
、
行
政
の
見
地
よ
リ
し
て
純
盆
に
よ
り
て
、
州
問
白
性
質
回
替
業
に
つ
き
決
定
す
る
ζ

去
が
悶
離
だ
。
一
替
業
の
全
世

と
し
て
白
純
益
を
知
る
と
と
は
十
分
困
難
だ
が
、
会
き
利
盆
中
に
つ
き
て
、
一
州
内
に
て
の
其
替
業
か
ら
生
ず
る
部
分
を
決
屯
す
る
と
と
は
一
一
崎

困
難
だ
と
錦

L
、
ス
タ

V
プ
は
、
甲
一
替
業
由
利
益
出
ニ
の
課
税
措
白
聞
に
分
た
る
べ
き
場
合
に
は
、
関
税
白
方
、
剥
盆
の
草
き
を
按
ず
る
や

~.一一一回

う
な
決
定
方
法
回
選
揮
に
工
央
ナ
る
と
と
白
大
な
能
地
が
あ
る
と
錦

L
、
セ
り
グ
マ
シ
も
、
重
視
謀
稔
に
闘
し
、
不
動
産
の
場
合
に
は
解
決
は
明

町

か
だ
が
、
替
業
利
得
替
の
場
告
に
は
附
越
は
大
に
錯
紘
す
と
い
ふ
て
居
る
副

(
駐
ニ
)
さ
れ
ほ
、
苦
闘
に
て
は
、
川
純
盆
に
航
空
描
銅
山
白
分
割
は
、
本
脂
肪
申
告
地
方
岡
崎
明
F
先
づ
十
分
一
世
前
引
L
、
施
。
十
分
九
白
も
の

が
、
い
保
険
、
銀
行
及
信
用
的
企
蕗
に
て
は
各
地
方
闘
歯
肉
に
て
年
主
た
る
細
川
収
入
に
臨
じ
て
分
配
さ
れ
、
川
北
他
心
替
相
璃
で
は
各
地
方
岡
嶋
田

拘
に
て
生
じ
た
給
料
及
賃
金
白
支
抑
制
に
晦
刊
し
て
分
配
せ
ら

t。
川
替
業
費
平
に
怯
る
輯
額
出
分
割
日
、
本
山
闘
に
劃
す
る
十
分
一
前
引
を
融
昏

Rau. Fw・ ~ufl--，- IT. S. 1}7. _~feiffer. Stt1atseiEnab-men. IJ，_ S. .192 
Scba伺e，a. a. O. B. T. S. 185・、iVagller~ a. _3. 0: S. 537 氏oscher，
Fw. 5 Aufl. r. S. 500. Heckef. a. a~-O. S. 287. Eheberg.-a. a. O. S 
259-Tyszka. a. a' -0. S. 148. Dela Foldes. a. a. O. S. 410. Lotz， a. a. 
O. S・326.Bastable， l~ c. p. 4~~-46J 
Jen田町~. C. p. 342. Sbl.mp. The fundamental principles o( taxation. 
p. 111. Seligtnan. -1. c. p. i24・
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て
前
施
、
純
盆
山
場
合
に
描
-
J
，
。
創
ち
制
収
入
か
給
料
掛
か
に
よ
り
分
配
せ
ら
る

homh料
頓
に
依
る
一
富
山
の
合
制
は
給
料
甑
に
よ
り
で
分
げ

ら

5
。
新
し
き
塊
園
山
崎
潤
枇
(
皆
業
挽
に
営
る
)
て
は
、
諸
多
白
地
方
副
慢
の
問
に
は
、
川
工
業
的
生
産
に
つ
い
て
は
・
版
置
所
に
三
分
一

世
、
生
直
所
に
三
分
ニ
を
配
賞

L
、
其
ょ
に
て
版
貰
所
問
自
分
配
は
幅
引
高
に
依
り
、
良
産
所
聞
に
て
は
給
料
及
賃
金
抑
高
に
依
る
。
版
斑
も
生

産
も
行
は
な
ゐ
と
昔
は
(
例
之
、
企
業
者
白
純
拙
た
る
事
務
所
)
、
分
前
は
生
盛
所
同
様
に
故
ふ
@
刊
繭
業
其
他
。
職
業
に
て
は
制
収
入
に
・
1
り
て

分
間
宮
行
ふ
。

プ
ア
イ
フ
ア
ー
は
、
此
瞳
凡
ぺ
て
由
丹
時
標
準
の
中
、
?
と
し
て
、
世
際
白
瞥
業
牧
桂
由
大
さ
白
随
劉
白
表
示
と
し
て
首
n，
得
る
も
白

な
し
と
錫
L
、
"
ツ
レ
ア
ー
も
、
外
川
市
楳
中
白
一
と
し
E
b
Z
告
に
信
漏
す
べ
き
も
の
な
し
と
侃
し
、

7

L

Y

也
〆
也
、
外
川
市
楳
中
は
明
に
信
脱
ナ

『
山

H
E
-
-
-
d

ペ
か
ら
ぎ
る
も
目
だ
と
い
日
、
シ
ェ
ア
レ
ー
は
、
組
替
資
本
及
捗
働
者
般
は
貨
際
収
益
四
上
に
決
せ
し
め
む
い
。
各
企
業
白
岡
元
講
由
概
括
的
推

定
に
よ
り
て
、
近
接
的
柑
省
及
均
揖
君
へ
も
生
じ
得
由
と
い
ふ
白
は
、
ゆ

L
酷
に
失
す
る
。
パ
ス
テ
l
プ
ル
が
外
部
根
山
中
は
別
措
的
弱
昏
推
定
よ

'
も
以
上
品
も
の
を
典
ふ
る
ζ

も
と
は
由
来
ぬ
と
い
ふ
自
が
穏
惜
で
あ
る
。

(睦

=z)回
ツ
ツ
が
、
困
難
は
、
管
業
が
揃
迦
帝
園
申
種
々
な
る
部
分
に
支
腐
を
有
ワ
場
合
に
止
ず
と
い
ふ
た
の
も
師
四
は
な
い
。
臣
ら
に
、
ス

タ

Y
プ
封
、
官
が
益
々
尉
〈
に
亘
り
且
つ
捕
畑
山
し
悪

t
な
る
の
事
貨
に
基
告
、
主
観
的
自
枯
監
事
故
ふ
に
つ
い
て
の
凡
ヰ
て
地
方
行
政
白
必
然
な

る
失
肱
が
、
地
方
枕
止
し
て
、
物
枇
田
上
に
一
層
多
〈
依
ら
し
む
る
と
と
L

な
っ
た
。
斯

t
て
ニ
の
運
動
出
行
は
る
‘
。
一
は
地
方
枯
に
て
人
税

か
ら
拘
枕
へ
の
運
動
で
あ
り
、
他
は
国
家
全
世
と
し
て
物
枕
か
ら
主
嚇
軸
へ
の
反
劃
謹
動
だ
と
い
ふ
の
も
無
理
か
ら
由
。
卸
ち
此
勅
か
ら
い
ふ
と

自

替
業
。
抵
は
む
し
ろ
図
。
枕
と
な
る
方
ヘ
向
ふ
と
い
ん
と
是
に
な
る
。

第
二
段

利
益
原
則
よ
り
見
た
る
管
業
の
地
方
分
別
難

{ー)
地
方
稔

於
け
る

理由
盆
庶
民団

第
二
十
五
巻

第
三
貌

蹟

議

凪
酒
業
措
由
課
荷
物
骨
白
地
方
分
別
巌

Hog & Arens. Di@ P~~~l!ò!òische ç~~er.be !ò te~~!r. 3 Au日. JOヨ6.S. JJ5 
II8~ P9. io~-w'enf~ld: .Qie öst.erreichisch~n ，:_Steue:rn..:: 192". ~. 43.-44 
Pfeiffer~ a. a. O. S. 191). Roscher. a. a. O. S. So;. Iensen. L c. p. 340. 
SchafRe. a. a. O. B. T. S. 190. Bastable， 1. c・P.462.
Lotz， a. a. O. S. 274. Stamp. 1. c. p. 21. 
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前

管
業
枕
四
諜
積
物
件
白
地
方
分
別
離

按

第
二
十
五
容

ー

第

披

ー
は
い
一
般
|
l
前
段
に
は
能
力
原
則
か
ら
見
て
の
替
業
の
地
方
分
別
難
を
設
い
た
が
、
究
ぎ
に
は
利
篠
原
則
か
ら

見
て
之
を
設
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
庭
で
地
方
課
税
に

τも
利
盆
原
則
の
考
慮
以
無
期
だ
ご
い
ふ
見
方
も
あ
る
に

11 

ゐ
る
げ
れ
ど
も
(
註
一
四
)
、
共
を
必
要
己
す
晶
の
見
方
も
あ
り
、

毛
し

τ此
よ
b
し
て
真
ら
に
地
方
税
ピ
'
し
て

土
地
家
屋
傍
業
の
三
物
税
に
重
き
を
置
〈
ぺ

L
正
レ
ふ
の
見
解
が
め
・
旬
、
其
が
苧
回
抑
に
有
力
で
も
ゐ

b
、
私
も
亦

之
を
採
る
こ
ご
は
、
前
に
述
べ
た
る
所
の
如
し
で
あ
る
。
某
れ
で
在
は
此
前
提
の
下
に
、
修
業
に
於
て
地
方
枕
の

利
益
原
則
泡
用
が
甘
〈
行
は
れ
る
炉
の
閥
係
hv-考
察
し
て
見
ゃ
う
ピ
思
ム
。

(
陸
-
岡
)

例
之
、
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
視
聴
給
付
は
、
給
付
面
力
の
み
に
よ
り
て
断
手
す
't~
奇
も
目
だ
と
錯
し
、
ぜ
ル
ン
バ
ウ
ゐ
も
、
給
付
能
力
原

則
出
地
方
砥
に
も
主
と
し
て
其
楳
柑
中
止
な
り
、
利
盆

ι
依
る
特
別
な
る
地
方
括
原
則
は
地
方
枯
盛
系
白
士
査
と
伐
さ
る
、
量
得
ず
主
錦

L
、
へ
ル

ベ
シ
ス
タ
イ
シ
は
、
一
般
悼
民
に
多
・
伊
平
等
但
利
益
と
な
る
調
費
と
、
金

t
又
は
主
と
し
て
土
地
家
尉
O
所
有
又
は
替
業
に
利
益
&
な
る
白
翻
費

止
の
問
。
明
確
な
る
肌
品
位
、
一
般
に
は
引
か
し
め
な
い
九
此
事
部
可
能
て
な
い
と
す
れ
ば
い
之
が
結
論
は
、
課
舶
は
唯
だ
、
反
針
給
付
な
し
白

給
付
主
い
ふ
原
則
に
よ
り
て

ω
み
生
ピ
な
{
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
ζ

と
誌
な
り
得
る
と
い
ふ

ω

B
特
に
蝿
官
業
に
つ
き

い
否
定
説
|
|
尤
も
一
般
に
は
地
方
税
に
於
り
る
利
盆
原
則
加
味
を
認
む
る
ご
し
て
も
、
其
は
土
地
家
屋
の

課
税
に
だ
げ
之
を
認
め

τ、
特
に
祭
業
に
は
之
を
否
定
す
る
が
あ
る
。
却
も
土
地
家
屋
は
某
所
在
地
方
の
謙
遜
及

施
設
に
よ
り
て
利
益
を
受
け
つ
、
、
反
甑
に
其
地
方
が
其
土
地
や
家
屋
か
ら
利
盆
を
受
〈
る
古
い
ふ
こ
ど
が
め
内

~.-一一戸

て
之
を
備
償
す
る
古
は
h
w

ひ
得
な
い
o
り
れ
Y
」
も
、
管
業
は
其
地
方
の
施
設
及
世
世
議
仁
よ
・
り
て
刺
盆
を
受
く
る
正

制着租税帽f究、三轡 252-256.
Schaffie， a. a. O. A. T. S. 279- Birnbaum， Die gemeindJichen Steuer-
systeme in Deutschland. S. 10. HeIpenstein， a. a. O. S. 10. 

14) 

Hi) 

Z 眠. .・..



一
方
に
は
地
方
の
後
遺
鍛
柴
に
よ

h
τ
及
茶
道
路
等
の
改
良
仁
よ
り
て
益
々
英
轡
業
牧
盆
を
踊
加
す
る
ニ
正
、
な

共
に
、
某
地
方
に
劃
し
て
利
盆
を
奥
ふ
る
正
い
ふ
ニ
己
が
あ
っ
て
、
差
引
き
し
て
彼
が
所
在
地
方
h
r
n
b
受
〈
る
利

盆
に
岨
到
す
る
報
償
ご
い
ふ
こ
ご
は
問
題
正
す
る
に
足
ら
宇
ご
す
る
の
で
ゐ
る
。
彼
が
地
方
h
F

色
利
盆
を
受
〈
る
Z

い
ふ
の
は
、
精
密
に

ν
ふ
正
彼
が
地
方

ω品
目
途
ゑ
施
設
よ

b
L
て
盛
業
上
に
利
便
を
受
(
る
ご
共
に
、
彼
の
鵬
首
業

の
運
行
上
、
自
ら
地
方
幽
慢
の
厄
介
正
な
h
地
方
剛
慢
に
費
用
を
使
は
し
め
る
こ
ご
を
意
味
す
る
。
卸
も
盤
官
業
は

論

議

管
業
訪
の
謀
枕
物
件
心
地
方
分
別
離

俸
ニ
十
五
血
管

一
一

第
三
都

る
の
み
で
な
(
(
註
一
五
)
、
他
方
、
其
使
用
す
る
勢
働
者
使
用
人
及
其
家
族
の
鋳
め
に
地
方
固
鰻
を
し
て
、
教
育

費
、
救
貧
費
、
衛
生
費
.
警
察
費
を
も
多
〈
要
せ
し
め
、
英
運
搬
す
る
荷
物
の
銭
め
に
地
方
周
鐘
を
し
て
道
路
修

繕
品
宣
伝
名
「
〈
使
は
し
め
、
其
持
つ
建
設
物
商
品
等
の
鋳
め
に
消
防
饗
察
上
の
費
用
を
多
〈
使
は
し
む
る
が
如
、
き
で

ゐ
る
(
詰
一
六
)
O

併
し
反
面
か
ら
い
ム
ピ
、
替
業
に
よ
り
て
は
例
之
・
優
等
使
用
人
を
多
〈
使
用
す
る
銀
行
保
険
曾

枇
外
国
貿
易
商
な
ど
に
な
る
正
、
共
の
使
用
人
が
大
し
て
地
方
回
世
に
殺
育
救
貧
警
察
衛
生
費
を
か
け
る
こ
己
も

な
〈
、
格
別
、
道
路
修
繕
費
を
多
〈
か
け
る
こ
古
も
な
〈
、
消
防
等
に
し
て
も
ゐ
ま
h
多
〈
厄
介
に
は
な
ら
な
い

ご
レ
ふ

4
t
が
あ
り
(
註
一
七
)
‘
而
か
も
其
郎
官
業
が
其
地
方
に
出
来
た
縛
め
に
、
其
地
方
人
に
牌
営
業
使
用
人
t
L
τ

の
地
位
を
輿
へ
、
其
倍
業
自
館
並
に
其
使
用
人
が
他
の
姐
官
業
の
矯
め
に
販
路
を
供
し
、
其
地
方
の
土
地
家
屋

ω需

要
を
増
加
す
る
こ
ご
に
よ
・
り
て
其
地
煩
家
賃
を
騰
貴
せ
し
め
、
随
ム

τは
又
其
地
方
図
髄
に
色
々
の
枕
牧
入
を
増

加
す
る
ご
い
V

ふ
こ
ご
に
も
な
る
ご

ν
ふ
-
』
正
が
ゐ
る
(
註
一
八

)orか
ら
し

τ管
業
は
一
方
仁
、
地
方
か
ら
刺
盆
h
g

- 町6・a
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替
業
枕
白
一
耕
積
物
件
の
地
方
分
刷
雌

第
二
十
亙
巻

間

第

鏡

受
り
て
も
他
方
に
於
て
地
方
に
利
盆
を
奥
ふ
る
こ
ぜ
が
少
〈
な
〈
、
差
引
き
し

τは
利
盆
原
則
の
担
税
上
の
考
慮

無
期
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

(註

-
E
)

子
1
4

ル
ヒ
は
、
管
業
は
地
方
自
築
柴
瓦
其
建
組
設
備
よ
り
し
て
大
な
利
益
を
提
品
。
其
替
業
牧
盆
主
、
地
方
剛
糧
自
靖
越
す
る
畳
語

2
聞
の
蹴
係
は
盟
問

E
M宜
せ
ず
し

τ明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
白
工
業
百
都
市
に
集
ま
け
、
此
に
工
幾
的
商
議
的
替
業
所
。
盆
品
川
す
る
白

は
、
此
に
於
げ
る
大
古
市
場
の
剥
貸
、
航
路
申
便
宜
、
交
通
の
偲
利
亡
島
る
白
だ
と
い
ふ
叫

ロ
ツ
ツ
は
、
皆
議
枕
義
務
者

E
地
方
目
的
自
掠
め
に
特
に
引
〈
と
と
白
理
山
主

L
て
は
、
彼
隼
に
地
方
刷
峰
。
行
醐
に
よ
り
ど
生

rb

(
駐
=
ハ
)

致
筒
由
理
山
よ
り
は
、
む
し
る
彼
等
が
地
方
に
費
用
量
生
ぜ
し
め
た
理
由
自
方
出
品
噌
か
る
べ
脅
て
あ
る
。
例
之
、
大
工
業
銅
山
業
が
幸
針
白
接
働

者

t
引
入
れ
、
随
ふ

τ格
統
批
救
貧
山
耳
画
官
家
出
武
道
路
修
繕
貨
を
前
肢
地
方
闘
世
に
生
ぜ
し
め
る
己
主
h

な
る
o

随
」
て
此
替
謀
者
を
地
方
管
業
税

に
特

rr引
く
ζ

と
が
士
〈
正
首
だ
と
錨
し
、

z

I

4
ル
ヒ
も
商
工
業
が
好
ん
で
大
な
支
掴
由
申
心
酷
に
移
る

ιと
ゐ
な
り
、
之
に
よ
り
て
都
市

に
、
捗
働
者
人
民
自
結
晶
白
大
な
費
用
(
加
申
校
、
救
貧
、
長
業
故
済
、

9
年
保
龍
、
住
居
問
題
、
職
業
紹
介
等
回
を
か
け
る
と
と
誌
な
る
と
錯
し
、

ロ
ー
マ
ン
も
、
書
針
。
捗
働
者
自
人
車
る
ζ

と
に
よ
り
高
め
ら
る
L
費
用
は
特
に
串
校
及
救
貧
曲
賞
で
あ
る
。
捗
働
者
家
旋
に
小
供
轟
告
と
と
白
錨

め
に
母
校
費
目
窓
越
な
る
相
加
量
生
じ
、
且
〔
百
世
貧
費
が
、
工
業
地
方
圃
韓
民
て
位
、
官
者
四
位
む
地
方
園
陸
よ
り
も
大
い
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
陸
一
セ
)

ヘ
ル
ベ
ン
λ

タ
イ
ン
位
、
人
以
例
之
、
銀
行
業
大
商
業
輸
入
器
保
険
曾
枇
倖
白
如
、
曾
喰
だ
一
曲
き
給
料
自
使
用
人
の
み
を
叫
ふ
も
り
は
暗

ん
ど
何
年
地
方
費
圭
叫
石

L
品
ず
、
そ
し
て

E
Z堂
季
地
方
幽
陣
由
競
多
目
施
般
に
劉

L
τ
有
つ
利
盆
は
唯
頗
る
小
な
も
の
だ
と
い
ふ
と
と

を
指
示
す
る
と
い
ふ
。

(
註
-
・
凡
)

2
4
Z
M
Pイ
シ
は
、
商
工
業
は
其
地
白
人
民
に
勢
働
と
噛
包
と
聖
典
へ
、
傍
働
者
に
よ
り
及
響
曲
輔
自
身
に
よ
り
て
・
他
白
臨
困
撲
の

牧
症
が
噌
加
し
、
随
ふ
て
盛
業
秘
収
入
自
靖
加
が
止
ず
と
い
ふ
て
居
る
叫

~.←一一戸 一

同
肯
定
設

l
l成
耗
笹
業
に
よ
ち
て
地
方
に
費
用
を
か
り
る
こ

E
の
少
い
の
は
あ
る
。
り
れ
ど
も
夫
の
高
給

~heberg. a. a・9.s. 6~. 690. 69" 
~otz， a:. a.. O. S.: 343豆heber官 a._a. O. S. 687'. Lo:)hmann， Die beson. 
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使
用
人
を
多
〈
伎
ふ
銀
行
保
険
曾
枇
大
商
業
者
ピ
い
へ

y
」
も
、
会
く
地
方
の
教
育
、
救
貧
、
警
察
、
衛
生
費
を
増

さ
則
正
は
い
へ
な
い
。
ま

L
て
建
設
物
等
に
封
す
る
警
察
、
消
防
費
な
ど
仁
至
。
て
は
相
嘗
に
多
〈
か
り
る
正
し

な
り
れ
ば
な
ら
必
o

又
地
方

ω後
述
及
施
設
に
よ
h
て
偉
業
牧
盆
の
上
に
利
盆
を
受
〈
る
こ
芭
は
脅
し
〈
凡
べ
て

の
管
業
に
於
て
も
い
ひ
得
る
ニ
ご
で
あ
る
。
叉
地
方
が
修
業
か
ら
し
て
利
盆
を
受
〈
る
ピ
ヤ
ム
こ
Z
も
あ
る
に
は

相
違
な
い
が
、
共
が
一
一
般
に
は
地
方
が
求
め
て
修
業
に
来
て
貰
っ
た
古
い
ふ
の
で
な
〈
、
陥
っ

τ之
に
つ
き
傍
業

か
ら
し

τ地
方
に
向
っ
て
要
慣
す
ペ
き
も
の
で
は
な
〈
、
彼
畑
営
業
の
地
方
か
ら
受
〈
る
刺
盆
Z
4
2
引
く
べ
旨
も
の

で
は
な
い
。
尤
も
時

Z
L
て
或
地
方
剛
健
が
其
地
方
紫
柴
を
計
品
目
的
で
、
或
管
業
の
来
る
こ
子
宮
捗
迎
L
、
其

の
開
業
を
求
め
る
ご
い
ふ
例
は
め
る
o

り
れ
ど
も
其
時
に
は
其
初
め
仁
相
賞
、
地
方
困
健
か
ら
し
て
此
晶
画
業
じ
向

っ
て
補
助
の
途
ケ
講
干
る
の
で
、
共
れ
で
以
て
地
方
が
求
め

τ管
業
か
ら
受
け
た
も
の
に
謝
す
る
報
償
は
済
ん
で

居
る
o
其
が
飯
に
行
は
れ
た
る
以
上
、
最
阜
、
共
後
に
於
げ
る
彼
が
地
方
か
ら
受
〈
る
利
盆
に
つ
き
て
、
彼
の
地

方
に
奥
ふ
る
利
益
を
持
出
し
て
差
引
き
す
る
ニ
己
は
許
す
ニ
ピ
を
得
曲
。
尤
も
地
方
の
立
場
に
於
て
、
夫
の
管
業

の
存
績
を
必
要
己
す
る
理
由
の
張
主
場
合
に
は
、
特
に
其
に
劃
す
る
凪
品
業
枇
を
も
減
免
す
る
E
h
v
ム
こ
己
も
あ
り

得
る
。
斯
か
る
特
別
事
肉
の
あ
る
ご
き
は
別
だ
が
、
然
ら

F
る
限
'
り
は
、
血
官
業
が
地
方
か
ら
受
〈
る
利
盆
の
み
を

見
て
地
方
税
を
考
ふ
れ
ば
足
る
。
で
管
業
税
じ
て
利
盆
原
則
を
加
味

L
考
慮
す
る
こ
ど
は
差
支
な
き
の
み
な
ら

す
、
蛍
然

r
zし
て
良
い
。

備

管
業
枕
白
課
拾
物
件
白
地
方
分
別
離

第
二
十
五
巻

E 

亙

第

抗

叢

、時，......， 



論

叢

プ之

督
業
曲
目
課
税
物
件
の
地
方
分
別
雛

第
三
十
五
巻

修
一
ロ
担

~
/ 、

二
倍
業
の
地
方
よ

b
受
〈
る
利
盆
の
地
方
分
別
難

A
支
応
分
工
場
営
業

1
l
で
ゐ
る
正
、
其
が
多
〈
の
異
っ
た
地
方
に
分
散
し

τ存
在
す
る
正
き
に
、
其
が
所
在

地
方
か
ら
利
盆
を
受
〈
る
こ
Z
を
考
慮
し
て
課
税
す
る
上
に
て
、
其
の
各
地
方
か
ら
利
盆
を
受
け
て
居
る
ご
レ
ム

こ
£
は
確
か
だ
が
、
共
各
地
方
か
ら
利
益
を
受
け
る
倒
合
は
之
を
精
密
「
い
分
別
す
る
ニ
ピ
が
出
来
な
い
。
賞
際
に

は
前
に
能
力
原
則
に
依
る
蕗
で
い
ふ
化
や
う
に
、
便
宜
上
・
課
税
技
術
上
が
ら
し
て
は
、

t
h停
の
応
舗
又
は
工
場

に
於
け
る
人
的
及
物
的
の
外
形
標
準
、
即
も
使
用
人
の
数
又
は
給
料
支
掛
領
、
及
使
用
建
物

ω賃
貸
債
格
又
は
資

本
金
額
に
よ
り
て
、
英
の
受
け
た
利
盆
の
度
合
を
測
っ

τ・
之
に
肱
じ

τ分
配
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
り
れ
ど

も
-
貨
は
其
れ
正
て
大
値
之
れ
で
良
い

E
い
ふ
に
止
ま
h
J
、
精
密
に
相
首
L
た
も
の
で
あ
b
n世
話
・
な
も
の
に
ご
は

い
へ
な
い
。
或
底
舗
に
て
支
梯
ふ
給
料
が
多
い
古
い
ふ
場
合
の
如
言
、
共
使
用
人
が
優
等
使
用
人
で
ゐ
っ
て
、
地

方
費
を
使
は
せ
る
こ
ピ
が
、
給
料
支
柚
酬
額
の
よ

h
少
〈
し
て
下
等
の
使
用
人
を
使
ム
-
M
E
の
多
き
も
の
よ
h
も、

よ
h
少
〈
て
済
U
か
も
知
的
H

な

ν。
又
使
用
人
の
数
の
大
小
か
ら
い
ふ

τも
、
其
多
き
も
の
必
中
し
も
地
方
費

ω

厄
介
を
多
〈
か
り
る
正
限
ら
歩
、
其
使
用
人
の
少
き
も
の
よ
'
り
も
、
よ
り
少
き
厄
介
し
か
掛
り
ぬ
古
い
ふ
・
』
正
が

あ
b
符
る
o
或
底
に
於
り
る
建
物
が
大
〈
て
も
実
は
恰
か
も
不
燃
質
の
も
の
で
、
共
小
〈
て
も
可
燃
性
の
も
の
よ

h
リ

-
b

‘.
よ
h
少
〈
消
防
費
の
厄
介
仁
な
る
Z
h
v
ふ
こ
ご
も
ゐ
品
。
修
業
資
本
が
大
〈
て
も
其
替
業
仁

τは
貴
重
品

や
pp
圃
慣
誼
券
を
扱
っ

τ、
資
本
が
小

fτ
も
安
物
を
扱
ふ
替
業
に
比
し
工
、
道
路
の
修
鱒
費
を
地
方
に
か
け
る
こ

.，‘ H .'・..



ご
が
一
居
少
(
τ
済
む
ご
い
ふ
噂
』
己
も
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
或
一
の
管
業
が
各
地
方
に

E
h
て
底
備
工
場
セ
有
つ

ご
き
に
、
共
が
各
地
方
か
ら
し

τ受
〈
る
利
盆
の
皮
合
は
精
密
に
は
測
定
L
難
く
、
随
っ

τ、
共
利
盆
は
理
論
上

術
共
上
に

も
、
各
応
舗
工
場
の
各
地
方
限
り
の
閥
係
か
ら
見
て
も
其
が
其
地
方
限
り

ω
利
盆
闘
係
の
も
の
ご
は
必
宇
し
も
い

に
は
分
別
L
得

τも
・
少
〈
己
も
技
術
上
に
は
分
別
L
難
い
も
の
だ
ご
い
は
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

ひ
難
〈
、
多
少
他
地
方
ご
の
交
渉
の
あ
る
も
の
だ
ご
い
ふ
ニ
ピ
、
後
に
い
ふ
如
〈
で
あ
る
ご
す
る
正
・
防
兎
以

τ

地
方
分
別
難
に
E
ν
ム
ニ
ピ
に
な
る
。

B
濁
立
管
業

い
行
商
|
|
ぜ
な
る
ご
.
共
住
〈
先
き
々
々
の
地
方
の
利
盆
に
典
か
る
こ
さ
に
な
b
、
共
皮
合
は
其
地
方
々

々
に
於
り
る
買
上
高
の
如
き
も
の
に
よ
ち
て
測
る
の
外
、
技
術
上
に
は
致
方
が
な
か
白
う
が
、
其
が
其
行
商
の
受

f
る
利
盆
の
巽
の
様
準
ご
は
い
へ
歩
、
共
の
異
の
利
盆
の
度
に
臆
じ
て
各
地
方
に
分
別
す
る
こ
ご
は
殆
ん

E
不
可

龍
王
子
品
て
良
い
。
回
よ
h
比
行
商
の
管
業
上
に
受
く
る
利
益
ご
い
ふ
司
】
正
に
つ
い
て
、
其
此
百
業
地
た
ら
ざ
る
彼

の
軍
な
る
住
山
路
地
は
之
に
閥
係
な
し
芭
し
て
可
な
・
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
或
地
方
に
て
替
業
の
行
は
る
、
以
上

は
、
其
に
て
何
等
か
不
動
産
を
有
っ
こ
正
は
な
く
ご
も
、
其
地
方
よ
h
し
て
利
益
を
受
け
、
随
ふ

τ之
に
共
地
方

か
ら
し
て
其
利
盆
に
臆
じ
て
の
管
業
税
を
課
す
る
こ
ご
は
嘗
然
芭
す
る
(
註
一
九
)
。

(
陸
-
九
)

ピ
リ
シ
ス
キ
は
、
管
業
者
が
或
地
方
回
世
外
に
位
ん
で
共
地
方
問
時
に
平
副
庄
を
有
て
ば
、
共
に
物
語
在
納
め
る
こ
と
誌
な
る
べ
き
だ

摘

濃

寸二

管
業
松
田
鵠
積
物
件
白
地
方
分
別
離

部
二
十
五
巷

七

第

器

一. . .，領困



前

時
業
粧
白
諜
砥
物
件
白
地
方
分
別
推

第
二
十
五
巻

第

蛾

凡

;¥ 

議

却

が
、
総
ら

rる
と
き
(
不
動
産
を
有
た
ぬ
と
き
)
に
は
、
住
民
せ
ざ
る
皆
業
者
に
謝
し
て
は
、
特
別
な
る
鞠
枯
は
蹄
部
骨
ら
れ
ず
、
と
い
ム
が
、
共

は
謀
り
て
あ
る
。
彼
自
い
ふ
直
下
ろ
に
す
れ
ば
佐
川
山
地
た
ら
ざ
る
管
業
地
て
位
、
行
隔
に
謝
し
て
の
謀
枯
は
闘
車
白
川

V

ふ
不
都
告
を
止
ず
る
。

め
定
住
濁
立
管
業
|
|
己
し

τは
、
一
見
す
る
Z
共
所
在
地
方
幽
慢
の
み
か
ら
利
盆
を
受
り
る
の
で
、
之
に

依
る
課
税
に
於

τ地
方
分
割
正
い
ふ
こ
ど
は
問
題
に
な
ら
肉
ゃ
う
で
あ
る
が
、
精
出
刊
に
い
ム
ご
‘
立
(
が
他
地
方
か

ら
し

τも
利
盆
を
受
り
る
ピ
い
ム
ニ
ピ
が
ゐ
る
。
勿
論
、
管
業
の
中
仁
は
会
〈
其
地
方
限

b
の
管
業
で
茸
戸
地
方
の

み
の
刺
盆
を
受
く
る
ご
い
へ
る
も
の
が
あ
る
o

例
之
、
共
地
方
の
み
を
版
路
ど
す
る
小
ざ
な
営
業
、
例
之
、
豆
腐

屋
米
屋
ご
い
ふ
や
う
な
も
の
は
然
h
で
あ
る
が
、
併
し
此
Z
τ
も
其
矧
ゐ
る
材
料
は
他
地
方
か
ら
仕
入
れ
、
他
地

方
か
ら
持
っ
て
来
た
り
で
あ
り
、
共
用
ゐ
る
資
本
や
第
カ
ゃ
に
つ
き
他
地
方
か
ら
供
給
を
仰
ヤ
ご
い
ム
こ

Z
が
少

〈
な
〈
、
北
(
仰
い
に
り
で
は
矢
朕
り
或
皮
ま
で
他
地
方
山
利
盆
を
受
〈
る
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
而
か
も
其
利
盆

を
奥
ム
る
地
方
が
或
定
ま
っ
た
地
方
で
あ
れ
ば
、
蛍
該
営
業
所
在
地
ぜ
共
定
ま
っ
た
他

ω関
係
地
方
古
か
ら
刺
盆

を
受
く
る
己
明
儲
に
い
ひ
得
る
の
に
が
、

共
が
紅
々
に
し
て
確
定
せ
宇
、

或
時
は
申
の
他
地
方
か
ら
、

也
D
昨・
0
池

，T
L
l
l
 

乙
.
丙

ω
他
地
方
か
ら
利
盆
を
受
く
る
ご
レ
ふ
ニ
ピ
が
あ
っ

τ、
其
刷
係
の
他
地
方
合
明
示
し
難

ν
t
-
V
ふ
'
M
Z

が
あ
h
.
他
地
方
が
ら
も
利
徒
hf
受
〈
る
ご
は
い
V

へ
る
が
、
何
の
地
方
か
ら
ご
い
ふ
こ
正
が
い
ひ
得
す
、
叉
各
地

方
か
ら
、
郎
も
所
有
杭
地
方
及
共
仙
の
諸
の
地
方
か
ら
受
〈
る
利
盆
の
度
合
も
動
揺
[
品
開
化
し
っ
、
あ
っ
て
、
何
れ

...  命 一 一

仁
し
て
も
或
地
方
か
ら
受
〈
る
利
盆
を
明
か
に
分
別
す
る
こ
正
は
出
来
難
レ
o

麗
ら
に
他
地
方
か
ら
刺
盆
を
受
〈

Bilinski， Die Gemeindebestcl.erung. S. 241 20) 
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る
ご
い
ふ

τも
販
路
開
係
で
な
〈
し
て
、
材
料
や
努
力
や
資
本
の
供
給
を
受
(
る
関
係
正
な
る
正
、

む
し
ろ
間
接

で
あ
h
二
次
的
で
あ
る
ご
し
で
看
過
す
る
一
』
ピ
も
出
来
る
が
.
併
し
替
業
に
依
る
ご
特
じ
卸
買
な
ど
に
な
る
正
、

販
路
事
へ
も
業
所
在
地
方
よ
ち
も
よ
ち
多
〈
他
地
方
に
有
つ
ご
い
ふ
こ
ぜ
が
あ
hJ
、
き
う
な
る
ご
其
所
在
地
方
か

ら
受
〈
る
v

』
ど
は
他
地
方
よ
り
受
(
る
よ
り
も
、

よ
h
溶
い
ご
い
ふ
-
』
己
、
も
な
る
(
註
ニ
O
)
。
其
れ
に
材
料
も
資

本
も
勢
力
も
他
地
方
か
ら
、
而
か
も
共
が
不
定
で
あ
り
可
動
的
な
る
他
地
方
か
ら
受
く
る
正
す
る
ご
、
之
を
地
方

的
ド
分
別
す
る
こ
ど
は
非
お
仁
困
難
己
な
る
o

比
一
か
ら
又
、
特
に
廿
卦
使
用
人
労
働
者
が
替
業
所
在
地
に
位
し
な

ν

で
、
む
し
ろ
他
の
隣
接
地
方
凶
健
に
住
つ

τ、
北
(
に
厄
介
を
多
〈
か
げ
、
共
岨
官
業
に
て
使
ム
材
料
又
は
出
来
た
製

日
聞
の
職
迭
の
潟
め
に
、
所
在
地
の
騨
又
は
泌
を
使
は
-T
し

τ隣
接
地
方
陶
憧

ω其
を
使
ひ
、
英
か
ら
倍
業
所
ま

で
、
帥
営
業
所
か
ら
葉
山
路
ま
で
運
搬
す
る
の
仁
、
共
隣
接
地
方
閣
瞳
の
道
路
を
多
〈
使
ひ
、
茶
道
路
修
繕
費
を
多
く

使
は
せ
る
正
い
ふ
こ
ピ
が
あ
る
。
斯
〈
考
へ
来
る
正
、
愈
ケ
以
て
利
盆
関
係
は
錯
綜
し
て
来
る
こ
正
、
な
h
、
或

器
業
の
一
地
方
か
ら
受
く
る
利
盆
を
、
他
地
方
よ
b
受
〈
る
も
の
ご
分
別
す
る
こ

Z
は
非
前
仁
六
っ
か
し
い
ご
い

ム
ニ
ご
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
註
ニ
ロ
)
ロ
ツ
ツ
は
、
定
住
皆
柴
が
地
方
幽
植
の
組
費
に
よ
り
て
測
定
す
べ
き
致
宮
を
受
〈
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
唯
圭

tE砂
駆
り
場
合
に
の
み
主

掛
さ
れ
得
る
。
此
は
宿
い
町
北
地
方
的
販
路
を
有
す
る
商
人
H
A
手
工
業
者
に
常
る
。
併

L
此
翻
刑
制
(
地
方
副
位
。
設
展
が
各
簡
の
僻
業
に
測
定
す
べ

(
致
宙
を
奥
へ
る
・
と
い
ふ
)
は
、
輸
出
的
大
工
業
、
大
商
業
、
保
険
、
大
融
行
比
す
に
は
岱
ら
な
い
と
い
ふ
。

論

d主

第

蹴

九

替
業
給
白
録
枕
物
件
白
地
方
分
別
雄

第
二
十
五
巻

ブι
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論

。

O 

議

盛
栄
枯
申
課
枕
物
件
由
地
方
分
別
離

第
二
十
宜
容

第
三
掛

結

論

以
上
要
之
、
営
業
は
由
来
、
地
方
的
利
盆
関
係
も
あ
h
、
其
表
現
に
よ
b
τ
地
方
的
に
分
別
す
る
こ
ピ
も
出
来

て
、
地
方
税
た
る
に
過
す
る
一
物
税
の
課
税
物
件
芭
せ
ら
れ
て
居
b
、
其
に
も
相
賞
の
根
擦
は
あ
る
が
、
併
し
共

は
多
少
粗
大
な
取
扱
方
ピ
レ
ふ
嫌
が
あ

h
、
精
密
に
い
ふ
正
、
能
力
原
則
か
ら
見

t
一
色
、
利
議
原
則
か
ら
見
て

も
、
之
を
地
方
的
に
分
別
す
る
こ
正
の
困
難
な
る
勅
の
少
か
ら

F
る
こ
子
ぜ
見
出
す
。
郎
広
告
業
の
地
方
物
税
の

課
税
物
件

t
L
τ
の
資
格
は
、
土
地
家
屋
の
其
に
於
り
る
資
格
じ
比
し
て
は
劣
っ
た
も
の

rご
い
Y

ふ
こ
Z
は
確
か

で
あ
る
(
誌
一
一
一
)
。

川
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蕊
に
持
て
か
嘗
て
ピ
リ
ン
ス
キ
ー
が
、
時
議
祉
は
地

U
M削
植
に
と
り
て
は
、
地
租
家
民
泊
。
加
〈
に
過
賞
て
も
な
〈
必
要
で
も
な
い
と

(
陸
ニ
-
)

い
L
た
の
が
今
挺
ヤ
ら
恕
ひ
山
き
る
為
。
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